
在宅医療推進協議会について 

１ 目的 

  県民が自宅で質の高い医療サービスを安心して受けられるよう、県内の在宅

医療関係者で構成する多職種協働による「在宅医療推進協議会」を設置し、県

内全域の在宅医療の確保及び連携体制の構築に関する協議を行い、市町村が在

宅医療を推進する体制を整備する。 
 

２ 設置主体 

  愛知県（医務国保課） 
 

３ 開催回数 

   年１回（２月頃開催予定） 
 

４ 委員所属団体（２１団体） 

団 体 名 等 備考 

公益社団法人愛知県医師会 医師の代表 

一般社団法人愛知県歯科医師会 歯科医師の代表 

一般社団法人愛知県薬剤師会 薬剤師の代表 

公益社団法人愛知県看護協会 看護師の代表 

公益社団法人愛知県栄養士会 栄養士の代表 

公益社団法人愛知県理学療法士会 理学療法士の代表 

一般社団法人愛知県作業療法士会 作業療法士の代表 

愛知県言語聴覚士会 言語聴覚士の代表 

公益社団法人愛知県歯科衛生士会 歯科衛生士の代表 

一般社団法人愛知県医療ソーシャルワーカー協会 医療ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの代表 

一般社団法人愛知県病院協会 病院の代表 

一般社団法人愛知県医療法人協会 民間病院・診療所の代表 

愛知県訪問看護ステーション協議会 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの代表 

愛知県社会福祉協議会高齢者部会 地域包括支援ｾﾝﾀｰの代表 

愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会ケアマネジャー部会 居宅介護支援事業者の代表

愛知県保健所長会 

行政 愛知県市長会 

愛知県町村会 

あいち介護予防支援センター介護予防支援部 

学識経験者等 国立長寿医療研究センター在宅連携医療部 

愛知県立大学教育福祉学部社会福祉学科 



 

 

５ 協議内容 

退院支援から生活の場における療養支援、急変時の対応、看取りまで継続し

て医療が行えるような在宅医療提供体制の構築について検討し、県地域保健医

療計画に反映する。 

(1) 在宅医療の現状及び課題の把握 

(2) 在宅医療推進に係る取組の把握 

(3) 在宅医療推進方策の策定 

※訪問看護推進協議会を在宅医療推進協議会の下部組織として位置付ける。 

 

６ ２７年度在宅医療推進協議会について 

 (1) 日時 

平成２８年２月１５日（月）午後２時３０分から午後４時まで 

(2) 場所 

   愛知県自治研修所７階７０１教室 

 (3) 内容 

  ア 議題 

    (ア) 会長の選出について 

(イ)  専門部会の設置について 

(ウ)  在宅医療に関するこれまでの取組について 

(エ)  在宅医療の現状について 

イ 報告事項 

(ア)  専門部会からの報告 

(イ) 在宅医療に関する主な事業について 
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